
公募型プロポーザル方式評価項目及び評価基準表 

 1 / 6 

 

別表１ 

公募型プロポーザル方式評価項目及び評価基準表 

 

本評価基準表は、小泉川筋外ＣＭ業務委託（河川・交付）公募型プロポーザル方式において技術提

案書を特定するための評価基準である。 

本評価基準表において、次の事項を共通事項とする。 

①  評価基準日は、令和８年１月３０日（技術提案書の提出期限の日）とする。企業及び配置技術者

の実績については、評価基準日までの履行実績とする。 

② 実績とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（実績当時のもの）で規定される

公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理

組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学

が発注する工事に関する業務（以下、「公共工事に関する業務」という。）の履行実績をいう。 

③ 同種業務とはCM（コンストラクション・マネジメント）業務、PM（プロジェクト・マネジメント）

業務、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）業務、類似業務とは発注者支援業務

をいう。 

④ 管内とは相双建設事務所の管轄する市町村（相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村）をいう。 

 

 

１．企業の実績 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

企業の実績 

 

１０点 

①業務遂行技術力 ・過去１０年間に同種業務実績が１件以上

ある場合 ５点 

・過去１０年間に類似業務実績が１件以上

ある場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

[評価基準] 

・評価にあたっては、同種業務実績を優先する。 

・設計共同体の場合は、代表者の実績を評価する。 

②当該地域における業

務実績 

・過去１０年間に管内における業務実績が

ある場合 ５点 

・過去１０年間に県内における業務実績が

ある場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

［評価基準］ 

・評価にあたっては、管内における実績を優先する。 

・複数管内にまたがる業務においては、関係する管内

で実績があれば管内実績があるものと見なす。 

・設計共同体の場合は、代表者の実績を評価する。 

合 計  ／10点 
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２．配置技術者の技術力 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

a.管理技術者

の技術力 

 

２２点 

① 技術者資格 ・技術士資格（総合技術監理部門「建設－

河川、砂防及び海岸・海洋科目」）を有す

る場合 ５点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

②技術研鑽への取組み ・ＣＰＤ制度で１年以上継続してポイント

（学習履歴単位）を取得している場合 ５点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

③実務実績 ・過去１０年間に同種業務実績がある場合 ５点 

・過去１０年間に類似業務実績がある場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

［評価基準］ 

・評価にあたっては、同種業務実績を優先とする。 

 ④業務成績 ・過去５年間に配置技術者として携わった

福島県発注の業務において、技術者評定

（技術者に対する評定点）が７５点以上

であったことがある場合。 ２点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点 ／２点 

⑤地域精通度 ・過去１０年間に管内における業務実績（河

川設計関係業務）がある場合 ５点 

・過去１０年間に県内における業務実績（河

川設計関係業務）がある場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

［評価基準］ 

・評価にあたっては、管内における実績を優先する。 

・複数管内にまたがる業務においては、関係する管内で

実績があれば管内実績があるものと見なす。 

a 小 計  ／22点 
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評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

b.担当技術者

の技術力 

（工事監理業

務） 

１３点 

① 技術者資格 ・技術士資格（総合技術監理部門「建設－

河川、砂防及び海岸・海洋科目」又は建

設部門「河川、砂防及び海岸・海洋科目」）

を有する場合 

    

３点    

・RCCM資格（河川、砂防及び海岸・海洋部

門）を有する場合 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

②技術研鑽への取組 ・ＣＰＤ制度で１年以上継続してポイント

（学習履歴単位）を取得している場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

③実務実績 ・過去１０年間に同種業務実績がある場合 ３点 

・過去１０年間に類似業務実績がある場合 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

［評価基準］ 

・評価にあたっては、同種業務実績を優先とする。 

④業務成績 ・過去５年間に配置技術者として携わった

福島県発注の業務において、技術者評定

（技術者に対する評定点）が７５点以上

であったことがある場合。 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点 ／１点 

⑤地域精通度 ・過去１０年間に管内における業務実績（河

川設計関係業務）がある場合 ３点 

・過去１０年間に県内における業務実績（河

川設計関係業務）がある場合 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

［評価基準］ 

・評価にあたっては、管内における実績を優先する。 

・複数管内にまたがる業務においては、関係する管内で

実績があれば管内実績があるものと見なす。 

b 小 計  ／13点 
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３．業務実施方針 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

業務実施方

針 

 

２０点 

①業務内容の理解度 ・目的・条件・内容の理解度が高く、簡潔

に記載されていると認められる場合 １０点 

・上記の評価対象に比べてやや内容に不足

がある場合 ６点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／10点 

②実施手順 ・業務実施手順を示す実施フローの妥当性

が高い場合 ５点 

・上記の評価対象に比べてやや内容に不足

がある場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

③工程の妥当性 ・各工程で想定される業務量が工程に反映

され、実施手順と工程計画に整合が確認

できる場合 ５点 

・実施手順との整合が認められる場合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／５点 

合 計  ／20点 
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４．特定テーマに対する技術提案 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

特定テーマ

に対する技

術提案 

 

４０点 

特
定
テ
ー
マ 

１ 的確性 

１）与条件の

理解度 

・地形、環境、地域特性等与条件の理解度

が高く、課題の解決方法についても十分

に確認できる場合 １０点 

・上記の評価対象に比べてやや内容に不足

がある場合 ５点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／10点 

２）技術提案 ・技術提案において、業務に必要な着眼点、

問題点、解決方法等が確認でき、特定テ

ーマに相応しい内容である場合 １５点 

・上記の評価対象に比べてやや内容が不十

分である場合 ８点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／15点 

  ３）業務の重

要度の反映

状況 

・業務の重要度を考慮した提案になってい

る場合 ３点 

  ・上記に該当しない場合 ０点 

  得 点  ／３点 

  ４）業務の難易

度の反映状況 

・業務の難易度に相応しい提案になってい

る場合 ３点 

  ・上記に該当しない場合 ０点 

   ／３点 

２ 実現性 

１）説得力 

・提案内容の説得力が十分であると認めら

れる場合 ３点 

・上記の評価対象に比べてやや内容に不足

がある場合 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

２）裏付けと

なる業務実

績の有無 

・企業若しくは配置技術者の業務実績から、

提案内容を裏付ける実績が確認できる場

合 ３点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

３ 独創性 ・工学的知見等に基づく前例のない技術提

案、複数の既存技術を統合化する等独創

的な提案がある場合 ３点 

・上記の評価対象に比べてやや独創性に欠

ける場合 １点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／３点 

 合 計  ／40点 
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５．ヒアリング 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

ヒアリング 

 

４０点 

①専門技術力 ・説明内容が技術提案書の内容をよく補完

しており、専門技術を十分に発揮できる

と認められる場合 ２０点 

・技術提案書の内容は十分であるが、上記

の評価対象と比較して説明が不十分な場

合 １０点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／20点 

②取組姿勢 

 

・取組み意欲が強く感じられる場合 １０点 

・取組み意欲が感じられる場合 ５点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／10点 

③コミュニケーション

力 

 

・質問に対する応答が明快、かつ迅速な場

合 １０点 

・質問に対する応答は明快である場合 ５点 

・上記に該当しない場合 ０点 

得 点  ／10点 

合 計  ／40点 

 

６．参考見積 

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点 

参考見積 業務コストの妥当性 ・提示した業務規模と大きくかけ離れてい

るか、または提案内容に対して見積が不

適切な場合には無効とする。 － 

 


